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地

廃
止
年
月
日
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戸
調
剤
薬
局
セ
ン
タ
ー

田
村
整
形
外
科
医
院

斉
藤
ウ
イ
メ
ン
ズ
ク
リ

ニ
ッ
ク

石
岡
歯
科
医
院

油
川
整
形
外
科
医
院

八
戸
市
小
中
野
二
丁
目
一
の
七

弘
前
市
大
字
稲
田
二
丁
目
四
の
一
三

八
戸
市
類
家
一
丁
目
一
の
一
六

三
沢
市
中
央
町
一
丁
目
六
の
六

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
蔵
館
字
川
原
田
八
一

の
一
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成
�	

･

�･

�


�	･

�･

��

�	･

�･

�	

�	･

�･

�


�	･

�･

��

�
�
�
�
�
�

�
	
�


�

�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�



( )

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
三
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医

療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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所

在

地

指
定
年
月
日

保
険
調
剤
薬
局
タ
イ
キ

フ
ァ
ー
マ
シ
ー
城
東
北
店

ほ
り
べ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

八
戸
調
剤
薬
局
セ
ン
タ
ー

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ

グ
福
地
南
部
店

南
部
病
院

エ
ル
ム
女
性
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
四
の
二
〇

一

階八
戸
市
根
城
二
丁
目
三
〇
の
二
八

八
戸
市
小
中
野
一
丁
目
四
の
五
四

メ
ゾ
ン

ビ
ル
一
階

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
白
山
堂
一
の

二三
戸
郡
南
部
町
大
字
沖
田
面
字
千
刈
五
二
の

二五
所
川
原
市
中
央
四
丁
目
九
三

平
成
��

･

�･

�

��･

�･

�
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事

業
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更
前

八
戸
市
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一
丁

目
五
の
一

マ
ン

シ
ョ
ン
サ
ン
フ
ラ

ワ
ー
四
〇
五

八
戸
市
大
字
新
井

田
字
八
森
平
一
の

六

変
更
後

合
同
会
社

ア
ラ
イ
ブ

コ
ー
ポ

レ
ー
シ
ョ

ン

八
戸
市
柏
崎
二
丁

目
二
の
六

ソ

ラ
ー
ナ
一
〇
一

あ
お
い
訪

問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ

ン

八
戸
市
柏
崎
二
丁

目
二
の
六

ソ

ラ
ー
ナ
一
〇
一

平
成
��･

�･

��

(

事
業
者
所
在

地)
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�･

��

(

事
業
所
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地)

名

称

所
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退

年

月

日

三
和
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
中
野
四
丁
目
六
の
一
〇

平
成
��･
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所
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日

高
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( )

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施

術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
九
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号
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瀧
澤

眞
奈
美

工
藤

理

十
和
田
市
西
二
十
二
番
町
二
〇
の
二
八

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
鴨
ヶ
池
一
〇
四
の
五
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名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

保
険
調
剤
薬
局
タ
イ
キ

フ
ァ
ー
マ
シ
ー
城
東
北
店

八
戸
調
剤
薬
局
セ
ン
タ
ー

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ

グ
福
地
南
部
店

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
四
の
二
〇

一

階八
戸
市
小
中
野
一
丁
目
四
の
五
四

メ
ゾ
ン

ビ
ル
一
階

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
白
山
堂
一
の

二

平
成
��･

�･

�

��･

�･

�

��･
�･

�

氏

名

住

所

指
定
年
月
日

高
橋

翔

瀧
澤

眞
奈
美

工
藤

理

八
戸
市
根
城
七
丁
目
八
の
七

レ
オ
パ
レ
ス
ま
ほ
ろ
ば

Ⅲ
一
〇
一

十
和
田
市
西
二
十
二
番
町
二
〇
の
二
八
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戸
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〇
四
の
五

平
成
��･

�･
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�･

��

��･

�･

��

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ケ

ア
・
テ
ッ
ク

岩
手
県
盛
岡
市
愛

宕
町
一
〇
の
二
七

福
祉
用
具

貸
与

株
式
会
社
ケ

ア
・
テ
ッ
ク

弘
前
出
張
所

弘
前
市
大
字
青
山

四
丁
目
二
〇
の
三

平
成

��

･

�･

�

株
式
会
社
ケ

ア
・
テ
ッ
ク

岩
手
県
盛
岡
市
愛

宕
町
一
〇
の
二
七

特
定
福
祉

用
具
販
売

株
式
会
社
ケ

ア
・
テ
ッ
ク

弘
前
出
張
所

弘
前
市
大
字
青
山

四
丁
目
二
〇
の
三

〃



( )

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法

(

昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号)

附
則
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
行
為
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ケ

ア
・
テ
ッ
ク

岩
手
県
盛
岡
市
愛

宕
町
一
〇
の
二
七

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

株
式
会
社
ケ

ア
・
テ
ッ
ク

弘
前
出
張
所

弘
前
市
大
字
青
山

四
丁
目
二
〇
の
三

平
成

��

･

�･

�

株
式
会
社
ケ

ア
・
テ
ッ
ク

岩
手
県
盛
岡
市
愛

宕
町
一
〇
の
二
七

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

株
式
会
社
ケ

ア
・
テ
ッ
ク

弘
前
出
張
所

弘
前
市
大
字
青
山

四
丁
目
二
〇
の
三

〃

事

業

所

登

録

番

号

登

録

年
月
日

氏
名
又
は

名

称

住

所

名

称

所
在
地

業
務
開
始

予

定

年
月
日

備

考

������

���

平
成

��

･

�･

�
社
会
福
祉

法
人
吉
幸

会

三
戸
郡
五

戸
町
字
苗

代
沢
三
の

六
六
〇

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
能
舞
の

里

下
北
郡
東

通
村
大
字

砂
子
又
字

桑
原
山
一

の
一
〇
七

平
成

��

･

�･

�
地
域
密
着

型
介
護
老

人
福
祉
施

設
入
居
者

生
活
介
護

������

���

平
成

��

･

�･

�
株
式
会
社

東
建
設
計

八
戸
市
沼

館
一
丁
目

一
三
の
一

〇

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
音

寿
園

八
戸
市
沼

館
一
丁
目

一
〇
の
一

三

平
成

��

･

�･

�
認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

������

��	

平
成

��

･


･

�
社
会
福
祉

法
人
徳
誠

福
祉
会

青
森
市
新

田
一
丁
目

一
一
の
三

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
お
き
だ

て
苑

青
森
市
新

田
一
丁
目

一
一
の
三

平
成

��

･


･

�
地
域
密
着

型
介
護
老

人
福
祉
施

設
入
居
者

生
活
介
護

������

��


平
成

��

･

�･

�
社
会
福
祉

法
人
長
慶

会

弘
前
市
大

字
坂
市
字

亀
田
五
三

の
三

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
り

ん
ご
座

弘
前
市
大

字
坂
市
字

亀
田
五
三

の
三

平
成

��

･

�･

�
認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

������

���

平
成

��

･

�･

�
社
会
福
祉

法
人
同
伸

会

八
戸
市
大

字
大
久
保

字
大
山
三

二
の
一

あ
ん
ず
の

里
小
規
模

多
機
能

ホ
ー
ム
に

い
だ

八
戸
市
大

字
新
井
田

字
坂
九
の

一

平
成

��

･

�･

�
小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護

������

���

平
成

��

･

�･

�
シ
ニ
ア

エ
ー
ル
株

式
会
社

青
森
市
松

原
一
丁
目

五
の
一
四

住
宅
型
有

料
老
人

ホ
ー
ム
ウ

エ
ル
ス

テ
ー
ジ

青
森
市
桜

川
六
丁
目

六
の
二
一

平
成

��

･

�･

�
住
宅
型
有

料
老
人

ホ
ー
ム

������

���

平
成

��

･

�･

�
社
会
福
祉

法
人
同
伸

会

八
戸
市
大

字
大
久
保

字
大
山
三

二
の
一

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
ほ

た
る

八
戸
市
大

字
大
久
保

字
大
山
三

二
の
一

平
成

��

･

�･

�
認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
四
七
二

長

�

正

輔

野
辺
地



( )

公

告

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
上

小
国
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

た
め
池
等
整
備
事
業

(

用
排
水
施
設
整
備)

)

計
画
を
定
め
た

の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
八
年
七
月
十
四
日
か
ら
同
年
八
月
十
二
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

外
ヶ
浜
町
役
場

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山

本
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業)

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
八
年
七
月
十
四
日
か
ら
同
年
八
月
十
二
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

外
ヶ
浜
町
役
場

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
五
十
七
年
十
二
月
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
五
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
八
十
号
様
式
の
五
そ
の
一
中

｢１
５
,
３
０
０
円
｣

を

｢１
５
,
８
０
０
円
｣

に
改
め
る
。

第
百
八
十
号
様
式
の
六
そ
の
一
中

｢３
０
１
,
８
７
５
円
＋
５
１
０
円
４
８
銭
｣

を

｢３
１
０
,

５
０
０
円
＋
５
２
０
円
６
銭
｣

に
、

｢５
５
７
,
１
１
５
円
＋
２
６
円
７
３
銭
｣

を

｢５
７
３
,
０

３
０
円
＋
２
７
円
５
０
銭
｣

に
改
め
る
。

第
百
八
十
号
様
式
の
六
そ
の
二
中

｢７
円
３
０
銭
｣

を

｢７
円
５
１
銭
｣

に
、

｢３
６
５
,
０
０

０
円
＋
４
円
８
８
銭
｣

を

｢３
７
５
,
５
０
０
円
＋
５
円
２
銭
｣

に
改
め
る
。

第
百
八
十
号
様
式
の
七
そ
の
一
中

｢１
５
,
３
０
０
円
｣

を

｢１
５
,
８
０
０
円
｣

に
改
め
る
。

第
百
八
十
号
様
式
の
七
そ
の
二
中

｢３
０
１
,
８
７
５
円
＋
５
１
０
円
４
８
銭
｣

を

｢３
１
０
,

５
０
０
円
＋
５
２
０
円
６
銭
｣

に
、

｢５
５
７
,
１
１
５
円
＋
２
６
円
７
３
銭
｣

を

｢５
７
３
,
０

３
０
円
＋
２
７
円
５
０
銭
｣

に
改
め
る
。

第
百
八
十
号
様
式
の
七
そ
の
三
中

｢７
円
３
０
銭
｣

を

｢７
円
５
１
銭
｣

に
、

｢３
６
５
,
０
０

０
円
＋
４
円
８
８
銭
｣

を
｢３
７
５
,
５
０
０
円
＋
５
円
２
銭
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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上
北
郡
野
辺
地
町
字
馬
門
道
四
〇
の
六

野

澤

茂

上
北
郡
野
辺
地
町
字
米
内
沢
五
四
の
五
吉
田
ア
パ
ー
ト

吉

田

幸

司



( )

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
九
号

次
の
政
治
団
体
は
、
政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以
降
、
政
治
活
動

(

選
挙
運
動
を
含
む
。)

の
た
め

に
寄
附
を
受
け
、
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
の
支
部

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯
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政
治
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

大
下
た
け
お
後
援
会

大
下

武
男

大
下

武
男

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
居
合
一
二
の

一

入
江
ス
ス
ム
後
援
会

佐
藤

ち
ゑ
子

入
江

佐
恵
子

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
今

別
四
一
の
二

え
び
な
鉄
芳
後
援
会

海
老
名

鉄
芳

雪
田

幸
正

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
細
田
一

九
一
の
一

小
野
信
吾
後
援
会

兼
平

實

根
上

久
男

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
田
野
沢
字

清
滝
四
一

上
林
英
一
後
援
会

今

政
重

上
林

ま
ち
子

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川
一
五
六

の
一
四

久
慈
豊
後
援
会

小
嶋

敏
式

石
ケ
森

正
人

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
八
日
町
一
六

斎
藤
ひ
で
ひ
と
後
援

会

齋
藤

忠
直

�
西

登

平
川
市
蒲
田
一
本
松
一
の
一

齊
藤
渡
後
援
会

奥
谷

義
博

寺
山

多
喜
男

つ
が
る
市
稲
垣
町
沼
館
友
開
一

松
橋
博
秋
後
援
会

松
橋

博
秋

松
橋

桂
子

つ
が
る
市
富
萢
町
藪
分
一
七

政
治
団
体

の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事

務
所
の
所

在
地

公
職
の

種

類

(

第
一

号)

一
以
上
の

市
町
村
等

の
区
域
を

単
位
と
し

て
設
け
ら

れ
る
支
部

届

出

年
月
日

民
進
党
青

森
県
第
３

区
総
支
部

工
藤

武
司

太
田

将
壽

青
森
市
安

方
二
丁
目

五
の
一
〇

衆
議
院

議
員

〇

平
成

��･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

届

出

年
月
日

野
�
尚
文
後
援
会

細
川

晴
男

野
�

尚
文

下
北
郡
大
間
町
大
字

大
間
字
狼
丁
一
四
の

五

平
成

��･

�･

�	



( )

政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
〇

(

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
〇

(

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
〇

(

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
の
表
知
事
部
局
の
項
第
八
号
イ
を
削
り
、
同
号
ロ
を
同
号
イ
と
し
、
同
号
ハ
を
同
号

ロ
と
し
、
同
号
ニ
中

｢

ハ
の
事
務｣

を

｢

ロ
の
事
務｣

に
改
め
、
同
ニ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
ホ
中

｢

ハ
の
事
務｣
を

｢
ロ
の
事
務｣

に
改
め
、
同
ホ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
へ
を
同
号
ホ
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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政
治
団
体
の
名
称

(
代
表
者
氏
名)

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

自
由
民
主
党
青
森
県

た
ば
こ
耕
作
支
部

(

壬
生

博
久)

会
計
責
任
者

�
橋

光
保

宮
村

美
博

平
成

��･

�･

��

自
由
民
主
党
青
森
県

電
気
通
信
支
部

(

吉
田

直
樹)

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
野
木

字
山
口
一
六
四
の

四
六

青
森
市
大
字
浦
町

字
奥
野
三
五
四
の

九

代

表

者

吉
田

直
樹

後
村

光
彦

��･

�･

�

民
進
党
青
森
県
第
２

区
総
支
部

(

田
名
部

定
男)

政
治
団
体
の

名
称

民
進
党
青
森
県
第

２
区
総
支
部

民
主
党
青
森
県
第

２
区
総
支
部

��･

�･

�

自
由
民
主
党
平
賀
支

部(

桑
田

公
憲)

会
計
責
任
者

工
藤

貴
弘

八
木
橋

善
彦

��･

�･

��

政
治
団
体
の
名
称

(

代
表
者
氏
名)

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

全
国
た
ば
こ
耕
作
者

政
治
連
盟
青
森
県
支

部(

壬
生

博
久)

会
計
責
任
者

�
橋

光
保

宮
村

美
博

平
成

��･

�･

��

あ
お
も
り
未
来
塾

(

升
田

世
喜
男)

会
計
責
任
者

上
林

英
一

上
林

哲

��･

�･
�

升
田
世
喜
男
後
援
会

(

升
田

世
喜
男)

会
計
責
任
者

上
林

英
一

上
林

哲

��･

�･

�

全
国
小
売
酒
販
政
治

連
盟
青
森
県
支
部

(

清
水

勇
人)

代

表

者

清
水

勇
人

斉
藤

久
義

��･

�･

�	

青
森
県
電
気
工
事
業

政
治
連
盟

(

山
子

則
男)

代

表

者

山
子

則
男

高
橋

知
二
良

��･

�･

	

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

加
藤
と
し
子
城
西
地
区
励
ま
す
会

三
浦

義
光

平
成
��･

�･


�



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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